
１３ Kami

美
術
品
や
骨
と
う
品
の

銃
砲
刀
剣
類
を
見
つ
け
た
ら

　

刀
や
鉄
砲
を
見
つ
け
た
場
合
、

警
察
署
に
現
物
と
印
鑑
を
持
参

し
、
銃
砲
刀
剣
類
の
発
見
届
け

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
銃
砲
刀

剣
類
は
、
原
則
所
持
で
き
ま
せ

ん
が
、
美
術
品
や
骨
と
う
品
と

し
て
価
値
の
あ
る
火
縄
式
銃
砲

等
の
古
式
銃
砲
や
刀
剣
類
は
、

審
査
会
で
審
査
を
受
け
て
、
銃

砲
刀
剣
類
登
録
証
の
交
付
を
受

け
れ
ば
所
持
で
き
ま
す
。

【
日
時
】
毎
月
第
２
火
曜
日

（
祝
日
の
場
合
は
翌
日
）

13
時
30
分
～
16
時

※

受
付
は
15
時
30
分
ま
で

【
場
所
】
県
庁
西
庁
舎
３
階

【
申
請
時
に
必
要
な
も
の
】

◆
登
録
審
査

①
審
査
を
受
け
る
銃
砲
刀
剣
類

②
警
察
署
で
交
付
を
受
け
た
発

　

見
届
出
済
証

③
１
件
に
つ
き
６
３
０
０
円
の

　

登
録
申
請
手
数
料
（
登
録
で

　

き
な
く
て
も
必
要
）

◆
登
録
証
の
再
交
付

①
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る

　

登
録
銃
砲
刀
剣
類

②
１
件
に
つ
き
３
５
０
０
円
の

　

登
録
証
再
交
付
申
請
手
数
料

◆
美
術
刀
剣
類
製
作
承
認

１
件
に
つ
き
800
円
の
製
作
承
認

申
請
手
数
料

【
問
い
合
わ
せ
先
】

高
知
県
教
育
委
員
会
文
化
財
課

☎
０
８
８
・
８
２
１
・
４
７
６
１

　

０
８
８
・
８
２
１
・
４
９
１
２

【情報公開制度】

　行政機関が作成した

文書の開示を求めるこ

とができる制度です。

【個人情報保護制度】

　市役所内の他課が管

理している情報を利用

する『目的外利用』や、

警察署・税務署等の官

公庁などに個人情報を

提供する『外部への情

報提供』は、個人情報

保護条例に基づくもの

でなければなりません。

　また、市に対して、

本人の個人情報の開示

を請求すること、開示

を受けた個人情報の訂

正や利用中止を請求す

ることもできます。

　市役所の情報公開制度の運用状況と個人情報保

護制度の運用状況をお知らせします。

【問い合わせ先】総務課　☎５３－３１１２

情報公開制度と個人情報保護制度の

運用状況（平成２９年度）

情報公開制度の運用状況

公開請求件数

１６０

　（内訳）

　　　　　　　　　１３９

　　　　　　　　　　　５

　　　　　　　　　１

　　　　　　　　　５

　　　　　　　　　　１０

市 長 部 局

教 育 委 員 会

選挙管理委員会

消 防

水道事業管理者

処理状況 左のうち
不服申立

０

０

０

０

０

公　　開　１４９

部分公開　　１１

非 公 開　　　０

取り下げ　　　０

不 受 理　　　０

個人情報保護制度の運用状況

個人情報業務登録数

目的外利用した件数

外部への情報提供

４３７

３９５

５，５９９

個人情報の本人からの請求

開 示 請 求

　　　 開　　　示

　　　 非　開　示

不 服 申 立

訂 正 請 求

削 除 請 求

中 止 請 求

苦 情 ・ 相 談 件 数

４

４

０

０

０

０

０

０

（
内
訳
）
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特定（集団）健診の日程は、５月号に掲載しています。

香美市国民健康保険に加入している
４０～７４歳の皆さんへ

　生活保護を受給している方の健康診査

を次のとおり実施します。無料です。

■対象　次の全てを満たす方

　①生活保護を受給している方

　②医療保険に加入していない方

　③昭和５４年３月３１日以前に生まれた方

■実施方法　
　登録医療機関での個別健診

■実施期間

　平成３１年１月末まで

■申込方法　

　健診を希望する方はご連絡ください。

　後日健診の案内と受診券を送付します。

■健診実施項目　

 尿検査・身体計測・問診・血圧測定血液

　検査・診察 

■問い合わせ・申込先

   健康介護支援課　☎５２－９２８２

　後期高齢者の方は、集団健診の特定健診

ではなく、医療機関等で後期高齢者健康診

査を受診してください。人間ドックは、特

定健診と同時受診ができる医療機関で受診

券が使えます（人間ドックの補助金があり

ます。詳しくはお問い合わせください）。

■対象

　高知県後期高齢者医療の被保険者で、長

　期入院や施設等への入所をしていない方

（次の①～③の方には、健康診査受診券を

　５月末に発送する予定です）

　①生活習慣病で通院中でない方

　②昭和１７年４月１日～昭和１８年３月

　　３１日生まれの方

　③平成２９年度に健診を受けた方

※これ以外の方は、申し込みにより受診券が発行

　され、健診を受けることができます。詳しくは

　お問い合わせください。

■自己負担額　無料

■持参するもの

　被保険者証・受診券・問診票

■問い合わせ先

　市民保険課保険班　☎５３－３１１５

　保健事業実施計画（データヘル
ス計画）とは、医療や保健に関す
るさまざまな情報を分析すること
で、健康課題と改善目標を明確に
し、効果的な保健事業を実施する
ための計画です。
　増大する医療費を適正化するた
め、具体的にどんな病気に狙いを
定めて対策を行い、どんな目標を
定めればいいか、データ分析を根
拠に定めています。
　計画は、香美市公式ホームペー
ジで公開しています。

■問い合わせ先　市民保険課保険班　☎５３－３１１５

特定健診の自己負担金は無料です

　特定健診の受診券を５月末に発送予定です。

　生活習慣病の早期発見と、自分の健康状態を知るために、

１年に１回は特定健診を受けましょう。

 特定健診の対象者世帯に、訪問またはハガキで、特定健診の

ご案内をさせていただくことがあります。

※訪問・ハガキは、市から委託を受けた会社のスタッフが実施します。

人間ドックを受診する方に検査費用の助成があります

①　特定健診と人間ドックを同時に受診できる医療機関※で受診する場合

　※ＪＡ高知健診センター・高知検診クリニック・高知県総合保健協会　等

　特定健診受診券の有効期限内に、医療機関に受診券を提出し

て人間ドックを受診すると、自己負担から６，０００円（特定健

診料金）を差し引いてもらえます。

②　①の医療機関以外で受診する場合

　人間ドック受診日の２週間前までに特定健診受診券等を持参

の上、市民保険課で手続きをしてください。助成の条件に該当

すれば、香美市から６，０００円の助成があります。

　なお、助成の対象にならない医療機関がありますので、詳し

くはお問い合わせください。

■問い合わせ先　市民保険課保険班　　　　　  ☎５３－３１１５

　　　　　　　　　　健康介護支援課健康づくり班  ☎５２－９２８２

病院で治療中の方、定

期的に血液検査を実施

している方も特定健診

の対象です。１年に１

回、特定健診を受診し

ましょう。

受診時には受診券・保険証・
問診票が必要です。

忘れないでね！！

特定健診では、身長・体重・腹

囲測定、血液検査、尿検査、血

圧測定等の検査をします。この

検査はメタボリックシンドロー

ムの早期発見につながります。

４０歳から
年に一度は

　健康チェック！
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特定健診を受けましょう！特定健診を受けましょう！特定健診を受けましょう！

   

デ
ー
タ
で
分
析
！ 

香
美
市
国
保
の
健
康
課
題

保
健
事
業
実
施
計
画
の

２
期
目
が

ス
タ
ー
ト
し
ま
す

課　題

・・・・・・・・・・ 計画の概要 ・・・・・・・・・

短期目標 中長期目標

①
脳
血
管
疾
患
の
減
少

②
虚
血
性
心
疾
患
患
者
の
減
少

③
新
規
人
工
透
析
患
者
の
減
少

①
血
圧
の
改
善

②
脂
質
異
常
有
所
見
者
の
減
少

③
メ
タ
ボ
の
改
善　

な
ど

生
活
習
慣
病
に
関
係
す
る
疾
病

が
医
療
費
の
多
く
を
占
め
る
・

メ
タ
ボ
と
そ
の
予
備
群
が
増
え

て
い
る
・
介
護
認
定
者
の
病
気

は
血
管
病
が
９
割
以
上　

な
ど


